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厚生委員会会議録 

 

平成２７年５月１９日（火） 

（開 会） １０：０７ 

（閉 会） １０：２７ 

案  件 

１．議案第９１号 飯塚市介護保険条例の一部を改正する条例 

２．議案第９４号 専決処分の承認(飯塚市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例)  

                                          

 

○委員長 

ただいまから厚生委員会を開会いたします。 

「議案第９１号 飯塚市介護保険条例の一部を改正する条例」を議題といたします。執行部

の補足説明を求めます。 

○介護保険課長  

「議案第９１号 飯塚市介護保険条例の一部を改正する条例」の補足説明をいたします。 

議案書の１ペ－ジをお願いします。介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に

関する政令の一部を改正する政令が、低所得者にかかる介護保険料の軽減を図るため、平成

２７年４月１０日に施行されたことに伴い、本条例の一部改正を行うものです。 

２ページの新旧対照表をご参照願います。改正内容としては、第３条において、第３条第

２項を加えるもので、第３条第１項第１号の第１号被保険者の保険料３万８２８０円を、平成

２７年度から２９年度までの間、３万４４５０円に改正するものです。額で３８３０円、率で

約１０％軽減になります。附則として、公布の日から施行するものです。 

なお、保険料の負担軽減額については、公費により国２分の１、県４分の１、市４分の１の

負担を行うものです。 

以上、簡単ですが補足説明を終わります。 

○委員長 

説明が終りましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

○宮嶋委員 

 これは、４月１０日施行の法律によって国から出てくるお金がふえるということですが、こ

れは３月に決まったわけですよね、もともとね。それがこの短期間でどういう理由で、減るん

ですから文句を言うわけではありませんけれども、何か事務的なことでいくともっと精査して、

きちっとした金額を、当初に決めておくべきではないかなと。いろんな事務的なことを考えて

も大変なことじゃないかなと思うんですが、その辺の理由というか、国庫負担金が増額された

ということなんでしょうけど、その辺の理由を教えてください。 

○介護保険課長 

 この時期での政令の改正というご質問かと思いますが、この法律につきましては、平成

２６年６月に消費税が増額となると。その分を特定財源といたしまして、公費の負担を行うと

いった国の法律のほうの改正がさきに行われておりました。ところが１２月の時期に消費税が

２９年４月に先送りにされるといった決定がなされたということを受けまして、国のほうで負

担割合の関係を政令で定める必要があるということで、その分につきまして、４月にずれ込ん

で政令が公布されたということになろうかと思います。 

○宮嶋委員 

 何か国の仕事がきちっと決まった期間でやられてないというのが、ほかのことでも見受けら

れるんですが、そういう理由があったということですね。では、１割軽減に保険料がなるわけ
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ですけども、これに該当する人数はどのくらいの方がいらっしゃるのか教えてください。 

○介護保険課長 

 現時点での見込み数でございますが、９５９６人を見込んでおります。 

○委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（ な  し ） 

討論を終結いたします。採決いたします。 

「議案第９１号 飯塚市介護保険条例の一部を改正する条例」については、原案のとおり可

決することに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案は、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

「議案第９４号 専決処分の承認(飯塚市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例)」を

議題といたします。執行部の補足説明を求めます。 

○医療保険課長。 

議案第９４号、専決処分の承認について補足説明をいたします。 

議案書の２５ページをお願いいたします。今回の専決処分は地方税法施行令の一部改正に伴

い、飯塚市国民健康保険税条例の一部を改正するものでございます。 

議案書の２７ページから２８ページにかけまして、新旧対照表を載せておりますが、分かり

にくいと思いますので、別に配付しております資料でご説明いたします。 

資料の１ページをお願いいたします。今回の主な改正点は、国民健康保険の納税義務者に課

します「基礎分」、「後期高齢者支援金分」及び「介護納付金分」の賦課限度額の引き上げと、

均等割及び平等割の減額対象範囲の拡大でございます。 

まず、①の限度額の引き上げは、第３条第２項、第３項及び第４項並びに第２４条において、

基礎分については、賦課限度額を５１万円から５２万円に、後期高齢者支援金分については、

賦課限度額を１６万円から１７万円に、介護納付金分については、賦課限度額を１４万円から

１６万円にそれぞれ改めるものでございます。 

②の軽減対象範囲の拡大につきましては、第２４条第１項第２号で５割軽減の対象所得の算

定におきまして、２４万５千円を２６万円に改めております。 

また、第３号において、２割軽減の対象所得の算定におきまして、４５万円を４７万円に改

めております。 

この限度額及び軽減対象範囲の拡大による影響でございますが、まず、①の限度額引き上げ

の影響につきましては、基礎分の限度額超過世帯が１２世帯の減で、調定額は３４９万

５００円の増、同じく支援金分が５６世帯の減で、４２６万６８００円の増、介護分が６１世

帯の減で５３６万４千円の増、合計で１３１２万１３００円が税収の増ということになります。 

続きまして、②の軽減対象範囲の拡大の影響額についてご説明いたします。 

５割軽減の対象世帯が１８０世帯の増で、軽減額は９５３万５６４５円の増、同じく２割軽

減の対象世帯が３１世帯の増で、６８万７０３５円の増となり、合計で１０２２万２６８０円

の影響額となっております。この分につきましては、税収としては減となるものですが、最終

的には、国、県、市の繰入金のほうで補てんされることとなります。 

資料の２ページをお願いいたします。この表は、国民健康保険所得階層別、世帯人員別分布

表ですが、赤い部分が７割軽減の対象部分となりますが、今回の改正では、この分の変更はご
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ざいません。また、ブルーの部分が５割軽減で、その下側のこげ茶色の部分が、２割軽減の対

象であったものが、今回５割軽減の対象となった分でございます。 

その結果、５割軽減が先ほど説明いたしましたように、軽減世帯、軽減額とも増となってお

ります。黒の太線から下の緑色の部分が２割軽減の対象となりますが、その下の黄色の部分が、

軽減の対象でなかったものが、今回２割軽減の対象となった分でございます。 

以上簡単ですが、補足説明を終わります。 

○委員長 

説明が終りましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

○宮嶋委員 

 賦課限度額の引き上げのほうですけれども、昨年もこの時期だったと思うんですが、いつも

専決処分ということで、じゃないかなと思うんですよね。これはどうしても国がやることです

からということなんでしょうけども、賦課限度額の引き上げについて、前もって論議をすると

か、こういう議案が出てきますというような、専決ではなくてできるようにはできないのかど

うか、このことが国からいつ頃言ってくるのか、その辺をちょっと教えてください。 

○医療保険課長 

 今回の改正につきましては、先ほどご説明いたしましたように国の地方税法施行令の改正に

伴い、改正をしているものでございまして、国からの通知といたしましても、本年３月３１日

付で施行令の改正ということでまいっておりますので、専決処分をせざるをえなかったと言う

ことでございます。 

○宮嶋委員 

 専決処分ではなかなか大変だし、議会にもこういうふうな形で専決で上がってくるわけです

から、もっとこれを早くするようにというふうな国への働きかけとか、そういうことはされて

るのかどうか、お尋ねします。 

○医療保険課長 

 本市のほうからそういった要望等は、いたしておりません。 

○宮嶋委員 

 なかなか国の言うとおりで日にちもなくて、事務方のほうも大変だろうと思いますけど、こ

の辺をやはり改善していただいて、本当にその限度額が引き上げられることによって、どうい

う方達にどういう影響が出るかというのを現場できちっと把握すべきではないかなというふう

に思います。資料によりますと、基礎分、支援分、介護分というふうに分かれておりますけれ

ども、全部ひっかかる人にとっては４万円、１つだった１万とか２万とか、１万から４万円ま

での引き上げたと思うんですよね。高額所得者ですからというふうに言われますけれども、前

年度並みでいろいろと生活設計を立てている中で、突然、国保税が４万円ふえるとか３万円ふ

えるとかですね、実質ふえるわけですけれども、その辺でやっぱり大変収入がない中でやっぱ

り苦労されていると思うんですが、この世帯数は、世帯実数にはなっていないようなんですけ

れど、これは精査すれば出てくるのか、これは家庭の今の現在での話ですから、実際に本当に

４万円の影響を受ける方がどのくらいかとかいうふうな細かいことはわからないのでしょうか。 

○医療保険課長 

この影響額の資料ですけれども、本年１月賦課をもとに試算をいたしております。基礎分に

つきましては１２世帯、支援分につきましては５６世帯、介護分については６１世帯の減とい

うことになっております。最高４万円増となる方がどうかというご質問かと思いますけれども、

基礎分５２万円限度額に該当する世帯と、支援分には該当しない。介護分にも該当しないとい

う方。それからすべてに限度額いっぱいとなる世帯、そういった世帯がこの中には含まれてお

ります。中身の細かい分については、精査というか、手持ちで資料は持ち合わせておりません。 

○宮嶋委員 
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 私は１と２がリンクしているのかなというのをちょっと聞きたかったんですけど、先ほど説

明で軽減の分については国から補てんされると、軽減分が出てくるので、引き上げが行われる

のかなというふうなことを考えていましたけど、そこのところの心配はないようですね。やっ

ぱりもっとね、どんどん引き上げられるのはちょっと問題があるんじゃないかなというふうに

思います。質問は以上で終わります。 

○委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

○宮嶋委員 

 国民健康保険というのは、いつも論議になるんですけども、相互扶助ですという話もありま

すけど、あくまでも社会保障ということで、市民の命と暮らしを守るために、こういう立派な

保険制度があるわけです。こういう中で、収入がふえない中で、払わなければならない保険料

がふえていくということでは、生活に影響が出る方がたくさんおられますので、安易な引き上

げ、毎年のように上がっていると思うんですよね。引き上げに対して、反対の態度をとらせて

いただきます。 

○委員長 

ほかに討論はありませんか。 

（ な  し ） 

討論を終結いたします。採決いたします。 

「議案第９４号 専決処分の承認(飯塚市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例)」に

ついて、承認することに賛成の委員は、挙手願います。 

（ 挙  手 ) 

賛成多数。よって、本案は、承認すべきものと決定いたしました。 

お諮りいたします。本委員会として、所管事務について調査するため、「所管事務の調査に

ついて」を閉会中の継続審査として付託を受け、調査期間は次期定例会までといたしたいと思

います。これに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本委員会として、「所管事務の調査について」を閉会中の

継続審査として付託を受け、調査期間は次期定例会までとすることに決定いたしました。 

なお、本件につきましては、会議規則第１０５条の規定に基づき、議長に申し出いたします。 

次に、所管事務調査に係る資料を本日配付しております。本件につきましては次回の閉会中

の委員会において議題とし、机上調査をいたしますので、それまでにご一読いただきますよう

お願いいたします。 

これをもちまして、厚生委員会を閉会いたします。お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 


